
第８３号議案 

 

蒲郡市生命の海科学館の設置及び管理に関する条例の制定について 

 

蒲郡市生命の海科学館の設置及び管理に関する条例を、次のように制定するも

のとする。 

 

平成２６年１２月３日提出 

 

蒲郡市長  稲 葉 正 吉 

 

蒲郡市生命の海科学館の設置及び管理に関する条例 

 

別紙のとおり 

 

提案理由 

蒲郡情報ネットワークセンター・生命の海科学館を教育施設として利用するため

提案する。 



蒲郡市生命の海科学館の設置及び管理に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２８条及び第２

４４条の２の規定に基づき、蒲郡市生命の海科学館（以下「科学館」という。）の

設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 科学に対する関心を深め、豊かな創造力及び研究心を養い、広く学習の場

を提供するため、科学館を次のとおり設置する。 

⑴ 名称 蒲郡市生命の海科学館 

⑵ 位置 蒲郡市港町１７番１７号 

（職員） 

第３条 科学館に館長その他の職員を置く。 

（事業） 

第４条 科学館は、次に掲げる事業を行う。 

⑴ 科学に関する資料の収集、保管、調査研究及び展示 

⑵ 科学に関する学習機会の提供及び講演会等の開催 

⑶ 学校その他の機関との相互協力 

⑷ 科学館の施設及び設備の提供 

⑸ その他蒲郡市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が必要と認める事業 

（開館時間等） 

第５条 科学館の開館時間及び休館日は、教育委員会が規則で定める。 

（観覧料） 

第６条 科学館の入館は、無料とする。ただし、科学館に入館する者（小学校就学

前の者を除く。）が次の各号に該当する場合は、当該各号に定めるところにより観

覧料を納付しなければならない。 

⑴ 展示室を観覧しようとする場合 別表第１に掲げる区分による。 

⑵ 特別な企画による展示、催物等を観覧しようとする場合 １人３，０００円

以内において、その都度市長が定める。 

（入館の拒否等） 

第７条 教育委員会は、科学館に入館する者（以下「入館者」という。）が次の各号



のいずれかに該当するときは、科学館への入館を拒み、又は退館を命ずることが

できる。 

⑴ 公の秩序又は善良な風俗をみだし、又はみだすおそれがあるとき。 

⑵ 科学館の建物、附属設備、資料等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。 

⑶ 前２号に掲げる場合のほか、科学館の管理上支障があると認めるとき。 

（利用の許可及び使用料） 

第８条 別表第２に掲げる施設（以下「有料施設」という。）を利用しようとする者

は、規則で定めるところにより教育委員会の許可を受け、同表に定める使用料を

納付しなければならない。 

２ 教育委員会は、科学館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件

を付けることができる。 

３ 教育委員会は、有料施設を利用しようとする者が公の秩序又は善良な風俗をみ

だすおそれがあると認めるとき、又は科学館の管理上支障があると認めるときは、

利用を許可しない。 

（特別の設備） 

第９条 前条第１項の許可を受けた者（以下「利用者」という。）は、有料施設の利

用に当たって当該有料施設に特別の設備をし、又は既存の設備の変更をしてはな

らない。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。 

（利用者の義務） 

第１０条 利用者は、有料施設の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく

規則の規定並びに第８条第２項の規定により許可に付けられた条件に従わなけれ

ばならない。 

２ 利用者は、その利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。 

（利用許可の取消し及び中止命令） 

第１１条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料施設の利用

の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。 

⑴ 公用又は公共用に利用する必要が生じたとき。 

⑵ 科学館の管理上やむを得ない理由が生じたとき。 

⑶ 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

⑷ 利用者が利用の許可の条件に違反したとき。 

⑸ 利用者が公の秩序又は善良な風俗をみだし、又はみだすおそれがあるとき。 



（観覧料等の減免） 

第１２条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより

観覧料及び使用料（以下「観覧料等」という。）を減免することができる。 

（観覧料等の還付） 

第１３条 納付された観覧料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由がある

と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 

（損害賠償） 

第１４条 入館者は、故意又は過失により科学館の建物、附属設備、資料等を損傷

し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が

損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。 

（委任） 

第１５条 この条例に定めるもののほか、科学館の管理に関し必要な事項は、教育

委員会が規則で定める。 

（過料） 

第１６条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、５万円以下の過料を科す

ることができる。 

⑴ 第８条第１項の許可を受けないで有料施設を使用した者 

⑵ 第９条又は第１０条の規定に違反した者 

⑶ 第１１条の規定による許可の取消し又は利用の中止命令に違反して有料施設

を使用した者 

⑷ その他不正の方法により利用の許可を受けて有料施設を使用した者 

２ 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を

免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５万円を超えない

ときは、５万円とする。）以下の過料を科することができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

（蒲郡情報ネットワークセンターの設置及び管理に関する条例の廃止） 

２ 蒲郡情報ネットワークセンターの設置及び管理に関する条例（平成１１年蒲郡

市条例第５号）は、廃止する。 

（経過措置） 



３ この条例の施行の際、現に前項の規定による廃止前の蒲郡情報ネットワークセ

ンターの設置及び管理に関する条例第６条の規定により有料施設の利用の許可を

受けている者は、この条例第８条の規定により有料施設の利用の許可を受けた者

とみなす。 



別表第１（第６条関係） 

区分 

観覧料 

普通 団体 年間 

個人 ３０人以上 個人 

（１人１回につき） （１人１年間につき） 

大人 ５００円 ３００円 １，０００円 

小人 

（中学生以下） ２００円 １００円 ４００円 

備考 蒲郡市民で別に規則で定める市民利用証を提示した者は、無料とする。 

 

別表第２（第８条関係） 

施設名 
使用料 

1日４時間以下の使用 １日４時間を超える使用 

情報研修室 １，０００円 ２，０００円 

メディアホール ３，０００円 ６，０００円 

備考 営利又は商業宣伝を目的とする場合は、当該使用料の１０倍の金額とする。 


